
   

 

 

 

５月分                            №24 

件 名  世界患者安全の日の啓発活動について 

受付日 令和７年５月 23 日 

ご意見・ご提案

の概要 

WHO は、９月 17 日を「世界患者安全の日」に制

定しているので、この日に県庁や特定機能病院などを

「世界患者安全の日」のシンボルカラーであるオレン

ジ色にライトアップして、普及啓発活動に協力してほ

しい。 

県の考え方  県では、医療安全の推進のため各種施策を実施して

いるほか、厚生労働省主催の「医療安全推進週間」に

おける医療安全対策の普及・啓発活動を後援していま

す。 

 ご提案いただきました県庁舎のライトアップについ

て、実施の予定はございませんが、広く県民の方に医

療安全について知っていただくことは重要と考えてお

ります。いただいたご意見も参考にしながら、引き続

き医療安全に係る普及・啓発を推進してまいります。 

担当課 健康福祉部 医療整備課 

 


